
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和７年４月１日から令和７年９月30日までの随意契約
【人権ふれあい部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

人権政策課
人権啓発関係業務
委託

令和7年4月1日
一般財団法人
八尾市人権協
会

八尾市東本町三丁目
9番19号リバティ八尾
312号室

 6,937,867円

多くの人権侵害事案が発生する中、インターネット上
への差別的な書き込みや動画投稿、誹謗中傷など、
社会・経済情勢の変遷とともに多様化・複雑化してお
り、実施にあたっては専門的な知識や業務経験等が
必要となる。
そのため、一般競争入札による事業者選定には適さ
ず、令和５年度実施分から公募型プロポーザル方式
による事業者選定を行った。
なお、令和６年度において、事業の目的が適切に実現
され、仕様どおり実施されているため、令和７年度も引
き続き委託契約を締結している。。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

人権政策課
八尾市人権啓発事
業業務委託

令和7年4月1日
八尾市人権啓
発推進協議会

八尾市本町一丁目1
番1号

 2,200,000円

人権尊重のまちづくりを進めるため、市内の各種団体
及び全地区の地区福祉委員会で組織され、全市域を
対象に活動している市民主体の団体であり、市民主
体の取り組みを促進していくため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

人権政策課
八尾市外国人相談
窓口運営業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
八尾市国際交
流センター

八尾市旭ヶ丘五丁目
85番地の16

 15,094,000円

当該センターは、従来から国際理解や外国人相談を
行っており、市の外郭団体として、本市の多文化共生
施策を推進していく役割を担っており、これまでも、基
幹窓口の運営を含めて、本市の外国人相談の中心的
な役割を果たしていることから、本業務を委託するの
に最も適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

令和７年度　随意契約の公表（人権ふれあい部）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

人権政策課
外国人市民情報発
信業務委託

令和7年4月1日
一般財団法人
八尾市人権協
会

八尾市東本町三丁目
9番19号リバティ八尾
312号

 1,890,979円

当該業務は、外国人市民に必要とされている情報を
把握し、やさしい日本語や多言語でわかりやすく提供
すること、また外国人市民がアクセスしやすいメディア
で情報を伝えることが必要となる。そのため、一般競
争入札による事業者選定には適さず、公募型プロ
ポーザル方式により事業者を募り、業者選定を行って
いる。
令和6年度において仕様どおり実施されていることに
加え、令和７年度は既存事業の中で、市の広報ツー
ルを活用することで、さらなる効率化をめざしていくこ
ととしており、これまでの経過を熟知している当該事業
者と契約することが最も適しているため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

人権政策課

男女共同参画・女
性活躍の推進にか
かる情報発信業務
委託

令和7年6月1日
株式会社関西
ぱど

大阪府東大阪市下小
阪二丁目14番16号

 662,200円

本業務の契約額は、地方自治法施行令第167条の2
第1項1号の範囲内であり、当該事業者は関西におい
て地域密着を強みにした課題解決事業を推進してい
ることから八尾市の実情にも精通しており、当該事業
者に業務委託を行うことで官民連携による効率的・効
果的な情報発信が期待できることから、当該事業者は
本業務を委託するのに最も適していため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

人権政策課
八尾市男女共同参
画センター運営業
務委託

令和7年4月1日
特定非営利活
動法人　女性
と仕事研究所

大阪市北区堂島浜一
丁目４番１７号

 12,675,300円

本業務は、男女共同参画センターの受付管理運営業
務だけでなく、女性相談業務、女性のための特設法律
相談業務も含まれており、本業務に従事する者は、女
性問題や男女共同参画の視点、カウンセリングのノウ
ハウや経験を有していることなど、専門的な知識や経
験等が求められる。
当該事業者は、受付管理運営及び啓発事業企画運
営業務、女性相談業務について、他市において男女
共同参画拠点施設の事業を行うなど、実績が豊富で
あることから、本業務を委託するのに最も適している
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

コミュニティ政
策推進課

モバイルルータライ
センス更新

令和7年8月12日
シャープマー
ケティングジャ
パン株式会社

八尾市北亀井町三丁
目1番72号

1,161,600円

令和４年度に実施した一般競争入札により購入した
ルータについて、契約プランが限定されており、現在
契約中のプランのみ使用可能となることから競争入札
に適さないため。
（地方自治法施行令第167条の２条第１項第２号）

コミュニティ政
策推進課

回覧文書等配布業
務

令和7年4月1日
八尾市自治振
興委員会

八尾市本町一丁目1
番1号

7,257,360円

回覧ちらし、ポスター等の紙媒体による市政情報を幅
広く配布する業務については、町会（自治会）の全市
域的組織を活用したほうが迅速かつ効率的に遂行で
きること、また、これまでの業務実績に鑑み、八尾市
自治振興委員会に業務委託することが最も適切であ
ると考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

コミュニティ政
策推進課

無料法律相談業務 令和7年4月1日 大阪弁護士会
大阪市北区西天満一
丁目12番5号

3,732,630円

本委託業務は法律の専門家である弁護士に相談する
機会を提供することから、大阪府内に事務所を置くす
べての弁護士が入会している大阪弁護士会に依頼す
るのが適当であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

コミュニティ政
策推進課

八尾市市民活動支
援ネットワークセン
ター運営業務委託
契約

令和7年4月1日
一般社団法人
まちつくり隊

京都府京都市西京区
嵐山中尾下町32番地
３

39,994,000円
（令和7年度

10,000,000円、
以降年額

9,998,000円）

本委託業務については、八尾市市民活動支援ネット
ワークセンター運営業務委託事業者の選定に係る八
尾市公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会
において、公平かつ厳正に選定された優先交渉権者
であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

龍華出張所

八尾市立龍華コ
ミュニティセンター
昇降機保守点検業
務

令和7年4月1日
株式会社日立
ビルシステム
関西支社

大阪市北区堂島浜一
丁目2番1号

1,676,400円
昇降機という精密機械の構造上、昇降機の施工業者
による保守点検が必要となるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

龍華出張所
八尾市立龍華コ
ミュニティセンター
駐輪場管理等業務

令和7年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町一丁目10
番32号

単価契約

高齢者等の雇用の安定等に関する法律等３７条第２
項に規定するシルバー人材センターから役務の提供
を受けるものであるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）
（年間見込額）2,709,000円
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

大正出張所

八尾市立大正コ
ミュニティセンター
昇降機保守点検業
務委託契約

令和7年4月1日
東芝エレベー
タ株式会社
関西支社

大阪市阿倍野区阿倍
野筋一丁目1番43号
あべのハルカス30階

2,085,600円

委託先である同社は、大正コミュニティセンターに設置
された昇降機の製造及び納入者であるため、同昇降
機の細部にわたり熟知しており、また、修理・交換等
に必要な部品の調達も速やかに行うことが可能であ
る。このため、当該昇降機が常に安全かつ円滑に稼
動するよう入念に点検を行うことが可能であり、突然
の事故・故障発生時においても、迅速かつ的確な対
応が見込めるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

大正出張所

八尾市立大正コ
ミュニティセンター
敷地進入路等施解
錠業務委託契約

令和7年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町一丁目10
番32号

単価契約

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に
規定するシルバー人材センターとの契約であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）
（年間見込額）593,388円

山本出張所

八尾市立山本コ
ミュニティセンター
駐車場等管理業務
及び駐車場使用料
徴収事務委託

令和7年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町一丁目10
番32号

単価契約

高齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第２項
に規定するシルバー人材センターから役務の提供を
受ける契約であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）
（年間見込額）15,212,050円

市民課
証明書等自動交付
サービス契約

令和7年4月1日
地方公共団体
情報システム
機構

東京都千代田区一番
町25番地

4,787,037円

地方公共団体情報システム機構が証明書コンビニ交
付にかかる一連のサービスを提供する唯一の機関で
あるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課

証明書交付対応行
政キオスク端末シ
ステム環境に関す
る契約

令和7年4月1日
シャープマー
ケティングジャ
パン（株）

八尾市北亀井町三丁
目1番72号

1,056,000円

当該機器等一式については、令和3年度において一
般競争入札により落札したシャープマーケティング
ジャパン株式会社と納入委託契約を締結しており、設
定等を当該事業者において全て実施していることか
ら、データセンター運用費用・専用回線使用料・監視カ
メラシステム保守についても委託することが最も適切
であると認められるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市民課
コンビニ交付クラウ
ドサービス利用契
約

令和7年4月30日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

9,072,580円

証明書コンビニ交付システムサービスは、既存の証明
書コンビニ交付システムにおける業務であるため、当
システムの開発及び保守業者である富士通Japan
（株）でしか対応することができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課
戸籍総合情報シス
テムクラウドサービ
ス利用契約

令和7年4月1日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

6,989,400円

戸籍総合情報システムの開発・更新及びクラウド化を
行い、システムの利用環境を構築した富士通Japan
（株）のみ本サービスを提供可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市民課

マイナンバーカード
交付予約管理シス
テムサービス利用
契約

令和7年4月1日
行政システム
（株）大阪支店

大阪市淀川区宮原四
丁目5番41号

3,300,000円

契約業者はマイナンバーカード交付予約管理システ
ムの開発業者であり、保守も含めた一元的な管理運
営が可能となる唯一の業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課
住民基本台帳関係
システム運用保守
業務委託契約

令和7年4月1日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

1,681,570円

契約業者は本市の住民基本台帳システムの構築業
者であり、保守管理や資産の適用、障害発生時の対
応等においては開発業者でしか対応できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課
窓口支援システム
運用支援作業委託
契約

令和7年4月1日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

2,755,500円

契約業者は、窓口支援システムの開発業者及び住民
基本台帳関係システムの開発業者であり、保守管理
や資産の適用、障害発生時の対応等においては、シ
ステムに精通した開発業者でしか迅速かつ安全確実
な作業が履行できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課
住基ネット運用支
援作業委託契約

令和7年4月1日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

10,118,680円

契約業者は、本市の住民基本台帳ネットワークシステ
ムの構成を熟知しているとともに、住民基本台帳ネッ
トワークシステムとデータ連携を行う本市住民基本台
帳システムの開発業者である。
保守管理や資産の適用、障害発生時の対応等におい
ては、両システムに精通した契約業者でしか迅速かつ
安全確実な作業が履行できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市民課

八尾市住民記録・
印鑑登録・国民年
金システム運用保
守業務委託契約

令和7年5月23日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

38,537,730円

契約業者は、システムの開発業者であり、保守管理
や資産の適用、障害発生時の対応等においては、シ
ステムに精通した開発業者でしか迅速かつ安全確実
な作業が履行できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課

戸籍法改正（振り
仮名法制化）に伴う
届出受付等にかか
る業務委託契約

令和7年6月1日
パーソルビジ
ネスプロセス
デザイン（株）

東京都港区芝浦三丁
目４－１

30,800,000円

本業務は、現在市民課窓口業務を受託している事業
者が担う戸籍届出受付業務と密接に関連し、一体的
な運用が求められます。届出手続が複数の事業者に
分かれることで、市民の手続き負担や窓口の待ち時
間が増加し、サービスの利便性が損なわれるおそれ
があります。既受託事業者は当該業務に必要な知識
や体制を有しており、業務の正確性・効率性を確保で
きることから、随意契約とする。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課

八尾市マイナン
バーカード手続事
務等に係る労働者
派遣業務契約

令和7年4月1日

（株）メディカ
ル・コンシェル
ジュなんばス
カイオ支社

大阪市中央区難波五
丁目1番60号

単価契約
(令和７年度

当初予算額)
22,080,000円

契約業者は、令和６年度に実施した入札の落札業者
であり、令和７年４月以降も継続して安定した窓口運
営を行う必要があること、業務内容の同一性及び業務
の効率性を考えた上、単年度で競争入札することが
不利と考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第６号該当）

市民課

令和７年度住民基
本台帳法改正（振
り仮名の法制度
化）に係るシステム
改修作業委託契約

令和7年5月23日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

6,930,000円

契約業者は住民基本台帳システムに係る標準準拠シ
ステムの構築及び運用保守業者である。
本件業務は、住民基本台帳システムへのパッケージ
レベルアップ資産等の適用を行うものであることから、
当該システムの構築及び運用保守する当該事業者で
しか、安全かつ確実な作業が不可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市民課

住基ネット統合端
末機器更改に伴う
セットアップ業務契
約

令和7年6月27日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

2,525,600円

本件委託作業は、端末機器に対し、地方公共団体情
報システム機構が指定するアプリケーションやセキュ
リティパッチを適用するとともに、当市に設置する住民
基本台帳ネットワークサーバや住民基本台帳システ
ムとの接続、設定作業等、作業が複雑かつ広範にお
よびます。
契約業者は接続対象であるサーバやシステムの運用
支援保守業者かつ開発業者であり、障害発生時の迅
速な対応も含め、システムの開発、運用支援保守業
者である本相手方でしか安全・確実な作業が履行でき
ないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課

機能別連携仕様に
よる他システム連
携時の行政事務標
準文字変換対応業
務委託契約

令和7年5月23日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

6,674,800円

契約業者は住民基本台帳システムに係る標準準拠シ
ステムの構築及び運用保守業者である。
本件業務は住民基本台帳システムから他システムへ
の住民記録データの連携時における文字の変換対応
が必要となることから、安全かつ確実な連携作業を実
施するためには、当該システムの構築及び運用保守
する当該業者でしか不可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市民課

住民基本台帳・コン
ビニ交付システム
標準化に伴う戸籍
システム側対応作
業業務

令和7年4月1日
富士通Japan
（株）

大阪市中央区城見二
丁目2番6号

2,200,000円

戸籍総合情報システムの開発・更新を行い、システム
の利用環境を構築した富士通Japan（株）のみ本業務
が遂行可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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